
各配水施設除草業務委託仕様書 

    

１． 作業は、全て本仕様書に基づき誠実に行うものとする。 

２． 除草作業内容 

(１) 別紙図面に基づき、その範囲内の除草作業・立ち木の伐採・清掃・草刈の集草を行う。 

(２) 除草については、草刈機・鎌・鍬等によるものとし、必要な用具は全て受注者の負担とす

る。 

(３) 刈り草は場内で集草後、１回の除草作業ごとに適切な処分場にて搬出処分を行うものとす

る。 

(４) 舗装のひび割れから生えている雑草も除草するものとする。 

(５) 各施設の除草業務開始後、連続して除草業務を行い最短で完了させること。ただし土日祝

日に業務を行う場合は、職員の了解を得ること。 

(６) 作業は下記の期間に分け実施するものとする。 

 

北山配水池平面部 ２０㎡ ２回 ７，１１月実施 

北山配水池法面部 ８５０㎡ ２回 ７，１１月実施 

北山原水送水場平面部 ２,０００㎡ ２回 ７，１１月実施 

北山原水送水場法面部 ２４０㎡ ２回 ７，１１月実施 

大迫田配水池平面部 ２,４４０㎡ ２回 ６，１０月実施 

大迫田配水池法面部 １,１４０㎡ ２回 ６，１０月実施 

第一接合井法面部 １,５１０㎡ １回 ９月実施 

中山中継ポンプ所法面部 ３００㎡ １回 ７月実施 

 ※実施時期の変動は協議の上決定する。 

 ※各施設住所 

  北山原水送水場   周南市大字徳山東北山 7491-1 外 

  大迫田配水池    周南市大字徳山馬屋西 84-1 外 

  第一接合井     周南市大字上村平山 864-2 外 

  中山中継ポンプ所  周南市大字上村中山 1829-5 外 

  北山配水池     周南市大字上村 

 

３．浄水場内の立入る者は、水道法第２１条第１項及び水道法施行規則第１６条第１項に基づき、業

務着工前までに関係機関において検便を行い、その結果の原本を提出すること。検査内容について

は、赤痢菌、サルモネラ菌、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌について行うこと。 

４．業務完了の際、業務写真を提出するものとする。撮影は、着工前から完成までを同一背景で

比較でき、しかもその成果を明白にするもののほか、監督職員が特に指示するものとする。 

（作業前中後、処分の写真を撮影のこと。） 

５．１回の作業が終了した場合、後片付け及び清掃を充分行った後「委託業務確認書」を提出し、

検査職員の検査を受けること。 



６．受注者は、作業の実施にあたり法令などに基づき安全管理に努めるものとし、特に草刈機使

用時における通行人および車両への飛散防止対策を徹底するものとする。 

７．雇用保険法、労働災害補償保険法、健康保険法および中小企業退職金共済法の規定に    

より、雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入すること。 

８．委託業務実施にあたり、事故が発生しないよう、使用人等を含む業務作業者に安全教育の徹

底を図り、指導、監督に努めること。 

９．作業員が作業中に故意もしくは重大な過失により水道施設又は上下水道局に損害を与えた場

合は受注者の責任において補償すること。 

１０．支払いについては、発注者が行う委託業務完了の検査後、年 1 回払いとする。 

１１．本仕様書に定めのない事項は、双方協議の上決定するものとする。 


